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平成２９年度第２回小牧市廃棄物減量等推進審議会会議録  

 

日時：平成２９年１０月１１日（水）１４時００分～１５時２０分  

場所：小牧市役所  東庁舎５階  大会議室  

【出席委員】  

小柳  松夫、平川  克治、奥野  辰夫、野村  進、丹羽  祐二、前田  伸

博、倉知  日出美、北出  惠子、長谷川  宜史、長内  敏将、石田  知早

人、五藤  隆夫、川渕  義隆、加藤  豊、河村  典久、市川  紀六、貝  隆、

辻  勝哉、馬場  容子、（１９名）  

【欠席委員】  

中嶋  博  （１名）  

【事務局】  

伊藤市民生活部長、林市民生活部次長、川尻ごみ政策課長、藤田ごみ減量

推進係長、長谷川収集美化係長、渡邊主査、近藤主事  

内    容  

川 尻 課 長 

 

 

 

 

 

 

川 尻 課 長 

 

川 尻 課 長 

 

 

伊 藤 部 長 

 

川 尻 課 長 

 

 

本日は、お忙しい中ご出席賜り誠にありがとうございます。 

私は、本日の進行を務めます、ごみ政策課長の川尻です。よ

ろしくお願いします。  

なお、中嶋委員につきましては、本日欠席のご連絡を受けて

おりますのでご報告させていただきます。  

はじめに、資料の確認をいたします。  

 

～  資料確認  ～  

 

続いて、事務局を代表しまして伊藤市民生活部長より挨拶申

し上げます。  

 

～  あいさつ  ～  

 

会の開催に先立ちまして、市民憲章の唱和を行います。委員

の皆さまはご起立ください。  

本日お配りしました次第に市民憲章を掲載していますので、
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川 尻 課 長 

 

 

 

 

 

小 柳 会 長 

 

川 尻 課 長 

 

 

 

 

 

小 柳 会 長 

 

 

渡 邊 主 査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらをご覧いただき、私が先導させていただきますので、続

いてご唱和お願いします。  

 

～  市民憲章唱和  ～  

 

ご着席ください。それでは、これより平成２９年度第２回小

牧市廃棄物減量等推進審議会を始めます。  

なお、この会議及び会議録は、公開となりますのでご承知お

きください。  

それでは、はじめに小柳会長からごあいさついただきます。 

 

～  あいさつ  ～  

 

ありがとうございました。  

それでは、次第３の議事に入りたいと思いますが、議事の進

行については、「小牧市廃棄物の減量化・資源化及び適正処理

に関する規則」第４条第２項に基づき、小柳会長にお願いをい

たします。よろしくお願いします。  

 

それでは、次第に沿って進めます。議事（１）「小牧市災害

廃棄物処理計画（案）ついて」事務局の説明を求めます。  

 

それでは、議事（１）「小牧市災害廃棄物処理計画（案）」に

ついて、ご説明させていただきます。  

 

本計画（案）につきましては、第１回廃棄物減量等推進審議

会後頂戴いたしましたご意見等を反映し、７月１２日付けで委

員の皆様宛に送付させていただいたものでパブリックコメン

トを実施する予定でしたが、その後、小牧岩倉衛生組合と調整

の末、一部修正をしております。  

その内容としましては、エコルセンターでの中間処理に伴う

稼動日数を２８７日から２８０日に修正いたしました。また、
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渡 邊 主 査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 柳 会 長 

 

市 川 委 員 

 

 

渡 邊 主 査 

 

一部言葉の言い回し等も修正いたしましたので、本日お配りい

たしました計画（案）で、後ほど、ご確認ください。  

 

この修正後の計画（案）を基に、８月１日から８月３１日ま

での間にパブリックコメントを実施いたしました。  

 

パブリックコメントにつきましては、事前にご通知させてい

ただきました書面にも記載させていただいておりますが、意見

等はありませんでした。  

当初の予定では、パブリックコメントで頂いた意見等を基に

修正案を作成し、本日、委員の皆様方のご意見をいただく予定

でおりましたが、先ほど申し上げましたとおり、意見等はござ

いませんでしたので、本日お配りいたしました計画（案）で進

めてまいります。  

 

今後は、１２月ごろに公表できるよう内部での調整を進めて

いきます。  

 

公表後は、本計画の実効性が確保できるよう適宜修正等を行

うとともに、愛知県の災害廃棄物処理計画や地域防災計画と歩

調を合わせ、いつ起こりうるかわからない災害に迅速かつ適正

に対応できるよう努めてまいります。  

  

以上で説明を終了致します。  

 

ただいまの説明について、質疑・意見があればお願いします。 

 

パブリックコメントを実施したとのことですが、どの程度の

方がご覧になられたのか把握していますか。  

 

市内の各支所や市役所等に設置をし、パブリックコメントを

実施しましたが、実際にどの程度の方がご覧になられたかまで
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渡 邊 主 査 

 

市 川 委 員 

 

 

 

 

貝 委 員 

 

 

伊 藤 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 柳 会 長 

 

 

 

小 柳 会 長 

 

は把握をしておりません。  

 

この計画（案）に限らず、他の計画（案）についても同様の

ことが言えますが、現状の方法では、関心がある方しか閲覧を

していないと思われます。もっと様々な方から反応があるよう

な方法を検討していただきたいです。  

 

補足ですが、ひとつの方法としてアンケートを実施するとい

うのはいかがでしょうか。  

 

ご指摘のとおり、ご意見がなかったということはご覧になっ

た方が非常に少ないのではないかと思います。  

これは、今回の「小牧市災害廃棄物処理計画（案）」に限ら

ず、他のすべての計画（案）についていえることだと思います

が、少しでも多くの市民の皆さまに関心をもっていただけるよ

うな工夫を施し、他のいろいろな計画でもいかに PR をするか、

いかに多くの方に見ていただけるようにしていくかを反省点

として今後、努めてまいります。  

続いて、アンケート方式についてですが、それもひとつの方

法だと思います。ただ、市の計画はいろいろございますけれど、

市民の皆さまに周知をし、ご意見をいただくという「パブリッ

クコメント」を市の方針として定めておりますので、まずは、

先ほども申し上げましたとおり、パブリックコメントをいかに

多くの市民の方に関心をもってご覧になっていただけるよう

にするかということを努めてまいります。  

 

他に質疑・意見はございませんか。  

 

～  質疑・意見なし  ～  

 

質疑等もございませんので、続いて、議事（２）「平成３０

年度小牧市一般廃棄物処理実施計画（案）について」事務局の
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小 柳 会 長 

 

近 藤 主 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明を求めます。  

 

それでは、議事（２）「平成３０年度一般廃棄物処理実施計

画（案）について」ご説明します。  

資料の１ページから１０ページをご確認ください。  

第１回審議会において、ごみの処理については、平成２７年

度から平成３６年度までの１０年間における基本方針を定め

た「小牧市ごみ処理基本計画」があり、その基本計画に基づい

て単年ごとに「小牧市一般廃棄物処理実施計画」を策定しなけ

ればならないことはすでにご説明させていただいたとおりで

すが、今回は、平成３０年度における実施計画（案）をお示し

いたします。  

最終的な計画案の審議は次回、第３回審議会でいただくこと

となりますが、来年度の予算に関係しますので、この時期の議

題として提示させていただいております。  

今回お示しする（案）は、基本的に今年度のものを継承して

います。今年度の実施計画から変更した箇所を灰色で網掛けに

してありますので、今回はその変更点及び平成３０年度の重点

的な箇所について抜粋してご説明いたします。  

 

まず１ページをご覧ください。ここでは計画の範囲を定めて

おります。計画の「１  区域」は市全域、「２  計画期間」は

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日、「３  対象と

する廃棄物」は市内で発生する一般廃棄物とします。  

 

続いて、２ページをご覧ください。「４  分別区分及び排出

方法」では分別の種類や区分、排出方法などを記載しています。

表の表記方法を変更していますが、内容に大きな変更はござい

ません。  

変更点としては、まずその他でもありますが、今年末に新小

木の旧し尿浄化槽汚泥処理施設敷地内において第３資源回収

ステーションを開設するため、資源の拠点回収場所が増え、「廃
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近 藤 主 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食用油」「剪定枝」を排出できる場所が増えております。  

また、古紙のうち「雑がみ」については、今年度は移行期間

ということで、紙袋での排出も可としておりますが、来年度か

らは資源用指定袋である緑袋のみの排出とします。  

 

続いて４ページをご覧ください。５ページの「６  処理の方

法」にある処理施設と連動させる形で、今回から新たに５とし

て市の処理施設一覧を追加いたしました。それぞれの概要につ

いては、ご覧のとおりです。  

 

次のページをご覧ください。「６  処理の方法」では、各区

分ごとにおける処理方法を記載しております。  

 

次のページをご覧ください。「７  排出見込み量」について

は、本年末までの実績に基づいて算出を行うため、現状は空欄

としております。数値については、次回審議会でお示しする予

定です。  

 

続いて７ページから１０ページの「８  一般廃棄物の減量

化、資源化のための方策に関する事項」では、具体的な方策に

ついて記載しております。  

おおまかな内容は、「小牧市ごみ処理基本計画」に基づいて

います。  

特にご説明するべき点としては、８ページの方針２のうち下

段②資源化の推進の「イ  雑がみの分別の徹底」です。  

皆さまもご存知のとおり本年４月から雑がみの分別の簡素

化を実施しておりますが、排出量は前年度の同月と比較して約

１．５倍となっております。ただ、「燃やすごみ」の中には、

資源化できる紙類が多量に混入していると推測されることか

ら、来年度も引き続き、「雑がみ」の分別について啓発をし、

「燃やすごみ」の減量に努めていきます。  
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近 藤 主 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて、その下「ウ  剪定枝の拠点回収」では、先ほども申

し上げましたとおり、今年末から第３資源回収ステーションを

開設し、剪定枝も拠点回収を実施します。これまでは、資源と

しては大草にある第２資源回収ステーション１か所で土日し

か剪定枝を排出できませんでしたが、第３資源回収ステーショ

ンは１月１日から３日を除く毎日開設しており、排出の機会が

これまでとは格段に増加し、さらなる剪定枝の再資源化が見込

めると考えております。  

また、ページをめくっていただいて、「クリーンアップ・大

掃除で排出された落ち葉・草について再資源化を図る」につい

てご説明いたします。  

クリーンアップとは、企業や市民団体などが、ボランティア

活動の一環として、その会社の周辺や地域での清掃を行うもの

であり、大掃除とは、行政区が、区の活動の一環として、当該

区域内での清掃を行うものです。  

これらから排出されたごみは、申請に基づき、市が収集して

おり、従来はエコルセンターで処理しておりました。  

今年度からは、試行的に、落ち葉や草などがきちんと分別さ

れている場合に限りますが、それらを第２資源回収ステーショ

ンの剪定枝の拠点回収場所に持ち込み、再資源化を図っている

ところです。  

現在は、収集業者自身が、第２資源回収ステーションまで持

ち込んだ上で、破袋作業までを行っており、時間を要すること

から、排出されたすべてのものに対応できているわけではあり

ませんが、第３資源回収ステーションが開設すれば、破袋作業

を施設管理委託業者に行わせることとしているため、これらす

べての落ち葉・草について再資源化できるものと考えておりま

す。  

 

最後に、同じページの中段方針３のうち、①収集体制の見直

しです。  

現在は直営のリサイクルプラザで収集をしている「空きび
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近 藤 主 事 

 

 

 

 

小 柳 会 長 

 

奥 野 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤 田 係 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野 村 委 員 

 

 

 

 

 

ん」について、収集員の退職にあわせて、平成３０年１０月か

ら委託するものとします。  

 

説明が長くなりましたが、以上となります。  

 

ただいまの説明について、質疑・意見があればお願いします。 

 

７ページの「排出指導の徹底」ですが、分別方法が非常に複

雑なので、地元の役員が一般の方に説明をしてもなかなか理解

をしてもらえません。特に外国人については、ごみ政策課から

外国語版の資料をもらい説明をしていますが、説明後は適切に

排出しますが、継続されません。  

計画（案）には、 SNS や外国語版の資料を用いて啓発を図

るとありますが、すべての外国人に対して分別方法を徹底でき

るのでしょうか。  

 

分別方法については、外国人を含めて皆さまに理解していた

だくために、出前講座を開いておりますので、ご利用いただけ

ればと思います。  

外国人については、分別方法だけではなく、ごみ出しのルー

ルも含めて、新しく配信をしていますアプリケーションを活用

して少しずつ改善に努めてまいります。  

また、外国人は、ほとんどの方が共同住宅に住まわれていま

すので、管理会社と連携し、外国語版の資料やアプリケーショ

ンで周知をしております。  

 

９ページの「資源回収団体との連携」ですが、行政回収で雑

がみを出すときは、資源用の緑袋に入れて出さなければなりま

せんが、子ども会などが行う資源回収で雑がみを緑袋に入れて

出すと古紙回収業者は回収をしてくれません。このことについ

て、市と古紙回収業者とで事前に話し合いなどはされたのでし

ょうか。  
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 行政回収における雑がみは、金属やビニールがついていても

再資源化できる施設で処理をしていますが、古紙回収業者は資

源回収における雑がみをその施設で処理しているわけではあ

りません。したがって、市の排出方法と同じ緑袋だと金属やビ

ニールがついている紙が混入している可能性があると思い、収

集を拒むのではないでしょうか。  

 

ご指摘のとおりで、緑袋の中に金属やビニールがついている

紙が混入していた場合、それを分別しなければならないからな

のだと思われます。  

 

出す側も行政回収と資源回収での出し方が異なることを理

解しておかなければならないとは思いますが、市としてもなん

らかの周知を図っていただきたいと思います。  

 

資源回収団体への雑がみの排出方法の周知については、昨年

度も「資源回収団体連絡会議」の中でご説明させていただいて

おりますが、今年度も再度ご説明をいたします。  

 

９ページの「クリーンアップ・大掃除で排出された落ち葉・

草の再資源化を図る」ですが、再資源化の方法は堆肥化ですか。 

 

落ち葉については堆肥化しております。剪定枝についてはチ

ップ化し、その後、燃料化したり、堆肥化し雑草の防止などで

使用したりしています。  

 

家庭菜園や農家におけるごみも資源回収ステーションへ持

ち込めば資源化していただけるのでしょうか。  

 

持ち込んでいただければ再資源化いたします。ただし、農業

に伴って出たごみは、事業系一般廃棄物となりますので、お持

ち込みいただくことはできません。  
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渡 邊 主 査 

 

 

 

 

 

 

 

五藤副会長 

 

 

 

川 尻 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

五藤副会長 

 

 

 

 

 

川 尻 課 長 

 

 

 

 

丹 羽 委 員 

補足としまして、家庭菜園におけるごみで資源回収ステーシ

ョンにお持ち込みいただけるものは、野菜の葉の部分です。キ

ャベツなどの野菜本体は生ごみになりますので、ご自身で生ご

み処理機やコンポスト容器を用いて再資源化してください。  

また、農業における事業系一般廃棄物を市の処理施設で処理

したい場合は、小牧岩倉エコルセンターへご自身でお持込いた

だくようお願いしております。  

 

先ほど「雑がみ」の排出量が昨年度の同月と比べて約１．５

倍になったと説明がありましたが、家庭系なのか事業系なのか

など具体的な内訳を教えてください。  

 

これは、家庭系に限られます。排出量は、９月末で２２０ト

ンなので単純に考えると年間で４４０トンとなり、昨年の２４

０トンを大きく上回ります。  

しかし、燃やすごみの中にはまだ再資源化できる紙が多く混

入しており、推計値としては７，０００トン混入しているとい

われています。したがって、今後もそれらを「雑がみ」として

排出していただくよう周知に努めてまいります。  

 

家庭系についてという話でしたが、事業系についてはいかが

でしょうか。事業系の紙類の再資源化を図れば、更なるごみの

減量につながると思われます。  

商工会議所やごみ収集業者を通して大手企業に周知をし、事

業系の紙類の分別の徹底を図ってはいかがでしょうか。  

 

大規模排出者については、条例で年間の「減量化計画書」を

提出いただいておりますが、まだ改善の余地がありますので、

食品リサイクル廃棄物も含めて事業系ごみの減量化・再資源化

の周知を図るよう努めてまいります。  

 

市としては、ディスポーザで処理したものを下水道に排水す
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ることを認めているのでしょうか。  

 

こちらについては、下水道が整備されている区域と整備され

ていない区域で取扱いが異なります。  

下水道が整備されている区域では担当部署である市役所の

下水道課へお問い合わせください。下水道が整備されておら

ず、浄化槽で処理している区域については、施設の処理能力上、

クリーンセンターでの受入を行わないと周知をしています。  

 

９ページの「クリーンアップ・大掃除で排出された落ち葉・

草の再資源化を図る」ですが、２点質問いたします。  

まず、これまでは収集したものを焼却していた理由はなにで

すか。次に、これからは、第２・３資源回収ステーションへ持

ち込み再資源化するとのことですが、これらから出たごみにつ

いては、多量であっても、個人で直接持ち込むことができるの

でしょうか。  

 

これまではご指摘のとおり、申請に基づいて、排出されたも

のをリサイクルプラザが収集し、小牧岩倉エコルセンターで焼

却処理しておりました。この理由は、収集した剪定枝などを一

時的に仮置きできる場所がなかったからです。今年度からは、

試験的に第２資源回収ステーションで仮置きできる量だけ再

資源化をしておりますが、第３資源回収ステーションが開設さ

れた後には、非常に大きな剪定枝の仮置き場所ができますの

で、排出された剪定枝や落ち葉については、すべて再資源化を

していきたいと考えております。  

  

クリーンアップは、特別収集をしていただけて、地域の大掃

除は自身で持ち込めばよいという理解でよろしかったでしょ

うか。  

 

地域の大掃除についても、事前に申請をいただければクリー
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ンアップと同様に特別収集をいたします。  

 

剪定枝の資源回収ステーションでの拠点回収は非常に便利

で助かっておりますが、再資源化するのにも費用がかかると思

います。雑がみについても同じようなことがいえると思います

が、再資源化のコストのことについては、市としてはどのよう

にお考えですか。  

 

たしかに、ごみを燃やす以外のことをしても、当然費用がか

かりますが、小牧岩倉エコルセンターについては、平成２７年

度に炉を更新し、最新の炉となっており、維持管理に係るコス

トが非常にかかっています。そのため、廃棄物会計基準で算出

した数値ですと、燃やすごみとして処理した場合は、１キログ

ラムあたり３２円ほどとなっております。それに対し、剪定枝

類を再資源化した場合は、収集運搬費用も含めて２５円ほどと

なっており、再資源化した方が安くなります。  

また、雑がみについても静岡県の処理施設へ運搬しています

が、収集したものを売却しておりますので、それと相殺すれば

余分な費用はかかっておりません。  

 

市民が協力して排出量を増やせば増やすほど、市の財政が潤

うということですね。  

 

小牧市だけではなく、日本全体でいえることかと思います

が、少子高齢化社会が進行すれば、税収が減るため、現在のサ

ービスレベルを維持することは困難であると考えられます。こ

れからごみ行政についても、国と市町村とで連携を強化してい

く必要がありますが、１０年後、２０年後の将来を見定めて方

針を掲げているのは国だとどこになるのでしょうか。  

 

ごみ行政に関していえば、国では環境省が示しております。

たしかに、分別については、収集運搬や選別などに費用がかか
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るので、処理施設の性能などにあわせて市町村ごとで方法が

様々であり、必ずしも分別する方が安いとはいえませんが、ご

みを燃やすと焼却灰が発生し、それを埋め立てる最終処分場の

確保などの問題もあるため、単純にコスト面だけ考えるのでは

なく、施設の問題も考える必要があります。  

したがって、市としては、そういったことも含めて総合的に

今後について、検討しております。  

 

ありがとうございました。以上で本日予定している議事を終

了します。続いて、次第４その他について事務局の説明を求め

ます。  

 

それでは、その他（１）「第３資源回収ステーションの開設

について」ご説明いたします。  

お手元に、簡単ではございますが、概要をまとめてございま

す。  

所在地は、五条川左岸浄化センターの南側、以前は市の浄化

槽汚泥処理施設、その昔はトラックターミナルの汚水処理場が

あった場所で、巾下川と矢戸川の三角形の行き止まりの場所で

す。  

回収品目はごらんのとおりで、第１、第２資源回収ステーシ

ョン同様ですが、こちら第３資源回収ステーションでは、これ

まで第２資源回収ステーションで土日のみ取り扱っていた「剪

定枝類」の回収場所を大きく確保しております。これにより「燃

やすごみ」の減量と再資源化が進むと考えております。  

開設時間はご覧のとおりで、シルバー人材センターに管理を

委託します。  

現地は現在工事中で、平成２９年１２月２３日（土）に開設

できるよう進めております。  

今後、広報こまき、ホームページ、ごみ分別アプリのほか、

回覧によって周知を図ってまいります。  
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次に（２）「『燃やすごみ』の午前収集について」ご説明いた

します。  

お手元にございますのは、今度の１０月１５日号「広報こま

き」にあわせ、各区で回覧をしていただくようにお配りしたチ

ラシです。  

これまでも、ごみ集積場への排出は午前８時３０分までと通

知をしてきたところですが、実際には、長年の慣習でおおよそ

の到着時間というのがなんとなくあると思われ、８時３０分以

降でも、その時間にあわせてごみ出しをされていた方もいると

は思われます。  

この１０月からの「燃やすごみ」午前中収集完了実施のため、

コースによっては、パッカー車がごみ集積場に到着する時間

が、これまでと大きく変わっている場合があります。つまり、

例えば１１時くらいのごみ出しでも間に合っていた集積場が、

今は９時に回収済みになっていることもあるということです。

その場合、１１時ではすでに通り過ぎた後であり、回収されず

残ってしまいます。  

あわせて、地区での大掃除や公園掃除で出される剪定枝類に

ついて、不純物の無い剪定枝や葉は資源化するため、「燃やす

ごみ」としては回収せず、午後から別の業者で回収することに

しております。  

このため、こうした草や葉っぱの入った白袋や縛った剪定枝

類は、昼を過ぎても集積場に残っていることがあります。  

「まだ袋が残っているから、まだ間に合うかな？」と思われ

る場合があるかもしれませんが、こうした事情で、剪定枝類の

入っていた袋が残っていても、通常の「燃やすごみ」は回収済

みの場合がありますので、あらためて、８時３０までの排出を

お願いするものです。  

 

続けて、その他（３）「先進地視察について」ご説明いたし

ます。  

資料の送付とあわせて、ご案内をさせていただいております
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が、本日が参加希望の回答期限となっておりますので、改めて

視察内容について簡単にご説明します。  

日時は、１１月７日（火）の午後１時から午後５時頃までを

予定しております。視察先は、２か所あり、１か所目は、食品

循環資源（生ごみなど）の飼料化施設である「中部有機リサイ

クル㈱」、２か所目は、木くず・剪定枝のチップ化施設である

「㈱山田林業」です。  

  

これらの２つの施設は、先ほどご説明をいたしました実施計

画（案）の９ページの中段②資源化の推進のうち「ア  事業系

資源の市外再資源化施設への搬入促進」として本市から発生す

る事業系資源の生ごみや剪定枝・刈草等を持ち込み、再資源化

している施設であります。平成２８年度実績では、中部有機リ

サイクル㈱で１０８トン、㈱山田林業では１，５６７トンを再

資源化しています。  

 

また、本市においても現在、食品循環資源をリサイクルする

バイオガス発電プラント施設を誘致する予定です。中部有機リ

サイクル㈱は飼料化施設ですが、同様な食品循環資源のリサイ

クル施設を視察することで、委員の皆さまにもどのような再資

源化施設が市内にできるのかご覧になっていただきたいこと、

第２資源回収ステーションで回収している「剪定枝」を㈱山田

林業で処理しており、皆さまに出していただく「剪定枝」がど

のように処理されているのかご覧になっていただきたいこと

からこの２か所を選定いたしました。  

 

行程については、資料にあるとおりです。集合時間は、午後

１時とし、本庁舎北側の正面玄関前に集合とします。バスは集

合時間の１０分前に到着しますのでご注意ください。その後、

それぞれの施設で見学と担当者から施設の概要について説明

をいただき、午後４時半過ぎに市役所へ到着する予定です。  
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参加をご希望される方は、本会議が終了後も受付けますの

で、事務局にお声かけください。  

 

ただいまの説明について、質疑・意見があればお願いします。 

 

燃やすごみの午前収集についてですが、落ち葉や草だけ残っ

ているとまだ収集が終わっていないと勘違いして、収集時間後

に出す方がいるのではないかと思います。  

 

ご指摘のとおりですので、広報こまきでの回覧チラシだけで

なく、現在、ポスターを作成中です。  

 

ポスターに剪定枝類は残しておき、後で別に収集することを

記載した方がよいのではないでしょうか。  

 

先ほどご説明しました剪定枝類の特別収集については、あく

までもクリーンアップや大掃除に伴う落ち葉や草などのお話

なので、個人で排出されたものについては、現在のところは燃

やすごみとして生ごみなどと同じように収集をしています。  

 

補足ですが、クリーンアップや大掃除の落ち葉や草の特別収

集については、事前に申請をいただいて収集をしており、市と

しては、「できるだけ区別がつくように公園などに出してくだ

さい」とお願いをしています。しかし、多くはごみ集積場に排

出されており、一般の燃やすごみと区別がつかなくなってしま

っているというのが現状です。  

委員の皆さまのご指摘のとおり、それを見てまだ収集が終わ

っていないと勘違いされる可能性がありますので、今後も周知

を徹底していきます。  

 

ポスターを作成中ということですが、本来は、本日の会議に

区長の方々がお見えになっているので、お渡しをし、ごみ集積
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場に掲示をした方が周知の効率がよいのではないかと思いま

す。  

 

ポスターについては、本日完成品が間に合いませんでした

が、１０月末までには完成する予定です。  

完成後は、各区の環境保全推進員の方へ郵送をし、ごみ集積

場などに掲示をしていただく予定です。  

 

先ほどの議事（２）で申し遅れましたが、９ページの「資源

回収団体との連携」で“地域の子ども会等“とありますが、子

ども会に従事されている方は、母親方であり、皆さん忙しい方

ばかりです。  

したがって、ターゲットを子ども会よりも高齢者に向けて、

奨励金も引き上げることで、まだまだ元気な高齢者に資源回収

をしていただいた方が成果がでるのではないかと思います。  

 

補足ですが、高齢者は地域の力といわれ、地域で活躍されて

いる方もたくさん見えます。そういった方々が快く参加できる

ような制度にしていただけるとうれしいです。  

 

他に質疑・意見はございませんか。  

 

～  質疑・意見なし  ～  

 

長時間に渡り、ご意見・ご協力をいただきありがとうござい

ました。これにて閉会とします。  

 

 


